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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

第一部 【企業情報】

回次 第71期中 第72期中 第73期中 第71期 第72期

会計期間
自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日

自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日

(1) 連結経営指標等

売上高 (百万円) 73,430 76,334 88,602 153,072 159,411

経常利益 (百万円) 3,240 2,262 3,127 6,281 5,386

中間(当期)純利益 (百万円) 1,352 959 2,230 2,811 3,027

純資産額 (百万円) 36,223 39,295 41,380 38,014 38,651

総資産額 (百万円) 71,576 77,049 88,082 73,861 82,136

１株当たり純資産額 (円) 1,116.41 1,180.61 1,332.35 1,168.94 1,251.87

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 41.73 29.53 72.42 85.25 95.42

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益
(円) 41.49 ― ― 84.91 ―

自己資本比率 (％) 50.6 49.8 46.7 51.5 46.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △  741 1,209 △ 3,031 2,680 6,152

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 1,482 △ 544 △ 504 △ 1,005 △  454

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 64 △ 140 △ 1,384 △ 1,431 △ 1,752

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 6,561 9,765 8,766 9,301 13,313

従業員数 (名) 2,961 2,582 2,740 2,711 2,739

(2) 提出会社の経営指標等

売上高 (百万円) 61,443 63,622 72,676 125,577 131,487

経常利益 (百万円) 1,890 1,221 1,432 3,418 3,075

中間(当期)純利益 (百万円) 373 958 1,031 1,331 1,977

資本金 (百万円) 6,381 6,409 6,545 6,409 6,409

発行済株式総数 (千株) 32,454 32,489 32,663 32,489 32,489

純資産額 (百万円) 32,944 34,244 33,721 33,877 32,964

総資産額 (百万円) 60,249 65,273 71,709 60,981 66,336

１株当たり配当額 (円) 8.00 11.00 13.00 18.00 22.00

自己資本比率 (％) 54.7 52.5 47.0 55.6 49.7

従業員数 (名) 398 425 432 404 416



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成18年９月中間期及び平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 平成19年９月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

４ 中間連結財務諸表を作成しているため、提出会社の１株当たり純資産額、１株当たり中間(当期)純利益、潜

在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の記載を省略しております。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

   

  

  



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 当社グループは事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりますので、従業員数は連結会社の合計で

記載しております。 

２ 臨時従業員の当中間連結会計期間における平均雇用人員は従業員の100分の10未満でありますので、記載を

省略しております。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 臨時従業員の当中間会計期間における平均雇用人員は従業員の100分の10未満でありますので、記載を省略

しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 2,740

従業員数(名) 432



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国を取り巻く経済情勢は、サブプライムローン問題に端を発した米
国景気への悲観的な見方を受けて、一時的に国内景況感の失速も懸念されていましたが、ここに来て輸
出と生産は持ち直しに向かっており、景気は再び回復感を強めつつあります。  
 当社グループ関連業界のうちエレクトロニクス業界は、液晶テレビに代表されるデジタル家電を中心
として、販売台数は拡大基調にあるものの、競争激化による価格下落によって優勝劣敗がより鮮明にな
りつつあります。また白物家電は高機能化が進む一方で、原材料の高騰等による資材価格の厳しさが大
幅に増すなど、エレクトロニクス業界全体は、総じて増益基調にありながら、企業間格差が拡大する傾
向がより鮮明になってまいりました。  
 このような状況の中で当社グループは、経営資源の集中を図るべく重点戦略分野を設定し、グローバ
ルな営業体制の構築を行うことで当社の特長を活かすことにより売上高の拡大と利益の追求を図ってま
いりました。 
この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は886億2百万円(前年同期比16.1％増)

となりました。利益につきましては、海外向け売上の増加に伴い、物流コストも増加いたしましたが、
前年度より行ってまいりました事業の構造改革の効果により、営業利益は、31億79百万円(前年同期比
41.6％増)、経常利益は31億27百万円(前年同期比38.2％増)、中間純利益は22億30百万円(前年同期比
132.5％増)となりました。 
品目別の売上は次のとおりであります。なお、事業の種類別セグメントの区分は記載しておりませ

ん。 
電気材料は、液晶ディスプレイ関連部材および携帯端末向け材料等が増加したことにより、前年同期

比30.4％増の407億18百万円となりました。 
一般電子部品は、モバイル液晶向けフレキシブル基板の販売増加等により、前年同期比25.4％増の

259億39百万円となりました。 
半導体は、光ピックアップ部品等の減少により、前年同期比12.0％減の175億71百万円となりまし

た。 
その他の商品は、HDD向け設備の受注減により、前年同期比2.1％減の43億72百万円となりました。 

  

また、所在地別セグメント業績は次のとおりであります。 

①日本 

アジア地域への生産移管が進み売上高は611億42百万円(前年同期比14.3%増)となり、営
業利益は連結製造子会社の業績回復に伴って22億38百万円(前年同期比40.5%増)となりまし
た。 

②アジア 

日本からの生産移管を取込み売上高は273億76百万円(前年同期比20.4%増)となり、営業
利益はタイで製造するハードディスクドライブ用パーツの好調をうけ8億48百万円(前年同期
比50.9%増)となりました。 

③北米 

売上高は82百万円(前年同期比4.8%減)、営業利益は37百万円(前年同期比827.3%増)となりまし
た。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、87億66
百万円と前連結会計年度末と比べ45億47百万円(34.2％）の減少となりました。  
 営業活動によるキャッシュ・フローは30億31百万円の資金の減少となりました。これは税金等調整前
中間純利益33億35百万円に対し、仕入債務の増加額27億14百万円等の増加要因があったものの、売上債
権の増加額87億77百万円、法人税等の支払額5億19百万円等の減少要因があったためであります。  
 投資活動によるキャッシュ・フローは、5億4百万円の資金の減少となりました。これは、有形固定資
産の売却による収入5億78百万円の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出2億87百万
円、投資有価証券の取得による支出2億40百万円、子会社株式・出資金の払込による支出2億63百万円等
の減少要因があったためであります。  
 財務活動によるキャッシュ・フローは、13億84百万円の資金の減少となりました。これは、新株発行
による収入2億72百万円、長期借入金による収入2億円の増加要因があったものの、短期借入金の純減少
額14億74百万円、配当金の支払額3億37百万円等の減少要因があったためであります。  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目 生産高(百万円) 前年同期比(％)

電気材料 2,332 90.9

一般電子部品 4,374 75.9

その他 1,555 53.8

合計 8,261 73.6

品目 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

電気材料 2,410 90.6 242 78.4

一般電子部品 4,515 76.9 898 72.2

その他 1,377 51.9 710 76.1

合計 8,302 74.2 1,851 74.4

品目 販売高(百万円) 前年同期比(％)

電気材料 40,718 130.4

一般電子部品 25,939 125.4

半導体 17,571 88.0

その他 4,372 97.9

合計 88,602 116.1

相手先

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

㈱デンソー 8,032 10.5 9,380 10.5



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特に記載すべき事項はありません。 

  

  

  

  

  

第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

  提出会社 

  当中間連結会計期間に以下の設備を譲渡しました。 

 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中

間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  

  

事業所名 
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（百万円）

建物及び 
構築物

土地
（面積㎡）

合  計

賃貸設備 
（東京都港区）

賃貸建物 99
162

（235)
262



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）新株予約権行使による増加であります。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

種類
中間会計期間末現在発行数(株) 

(平成19年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 32,663,240 32,663,240

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限
定のない当社における
標準となる株式

計 32,663,240 32,663,240 ― ―

年月日
発行済株式 
増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年9月30日  173 32,663   136 6,545   136 6,767



(5) 【大株主の状況】 

平成19年9月30日現在 

 
(注) １ 上記大株主以外に、当社が 1,808,110株（持株比率 5.54％）を自己株式として保有しております。 

２ 上記所有株式のうち、信託業務に係わる株式数は、次のとおりです。 

 
３  トゥイーディーブラウンカンパニー・エルエルシーから、平成18年11月14日付けで、大量保有報告の変更

報告書の提出があり、平成18年11月9日現在で、以下の株式を所有している旨の報告を受けていますが、当

社としては、当中間会計期間末における実質株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めてお

りません。 

 
  

４  モルガン・スタンレー証券株式会社から、平成19年8月17日付けで、大量保有報告書の変更報告書提出があ

り、平成19年8月13日現在で、以下の株式を所有している旨の報告を受けていますが、当社としては、当中

間会計期間末における実質株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めておりません。 

 
  

５  バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社から、平成19年10月1日付けで、大量保有報

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

メロンバンクトリーティークライアンツオムニ
バス （常任代理人 香港上海銀行東京支店）

One Boston Place Boston,MA 02108
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

2,510 7.68

 黒田興産株式会社 大阪府吹田市青山台3丁目39番2号 2,130 6.52

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11号 1,672 5.12

黒 田 善 孝 大阪府吹田市 1,157 3.54

日興コーディアル証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町6番5号 935 2.86

全国共済農業協同組合連合会 東京都港区浜松町2丁目11番3号 878 2.68

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町2丁目11番3号 853 2.61

資産管理サービス信託銀行株式会社
東京都中央区晴海1丁目8番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオ
フィスタワーＺ棟

811 2.48

モルガンスタンレーアンドカンパニーインク 
（常任代理人 モルガン・スタンレー証券株式会
社）

1586 Broadway NewYork 10036 
（東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号）

754 2.30

バンクオブニューヨークジーシーエムクライア
ントアカウントジェイピーアールディアイエス
ジーエフイーエイシー（常任代理人 株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行）

Peterborough Cour  133 Fleet 
treet London EC4A BB United 
 Kingdom 
(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号）

580 1.77

計 ― 12,283 37.60

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,282千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 769千株

資産管理サービス信託銀行株式会社 801千株

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株）

発行済株式数に
対する所有株式
数の割合（％）

トゥイーディーブラウン  
カンパニー・エルエルシー

アメリカ合衆国 10022 ニューヨーク州
パークアベニュー350

3,653 11.24

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株）

発行済株式数に
対する所有株式
数の割合（％）

モルガン・スタンレー証券株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 447 1.37

モルガン・スタンレー・アンド・カン
パニー・インコーポレーテッド

アメリカ合衆国 10036 ニューヨーク ブ
ロードウェイ1585 

62 0.19

モルガン・スタンレー・アンド・カン
パニー・インターナショナル・ピーエ
ルシー

英国 ロンドン 25 キャボット・スクウェ
ア・カナリーワーフ E14QA

923 2.83

計 1,433 4.39



告書の変更報告書提出があり、平成19年9月24日現在で、以下の株式を所有している旨の報告を受けています

が、当社としては、当中間会計期間末における実質株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況に

は含めておりません。 

 
  
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年9月30日現在 

   

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 5,200株(議決権 52個)含

まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 10株が含まれております。 

  

  

② 【自己株式等】 
平成19年9月30日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株）

発行済株式数に
対する所有株式
数の割合（％）

バークレイズ・グローバル・インベス
ターズ信託銀行株式会社

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 180 0.55

バークレイズ・グローバル・インベス
ターズ証券投信投資顧問株式会社

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 1,252 3.83

バークレイズ・グローバル・インベス
ターズ、エヌ・エイ

アメリカ合衆国 94105 カルフォルニア
州 サンフランシスコ市 フリーモント・
ストリート45

798 2.44

バークレイズ・グローバル・インベス
ターズ・リミテッド

EC3N 4HH 英国 ロンドン市 ロイヤ
ル・ミント・コート1

275 0.84

計 2,507 7.68

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
黒田電気株式会社
普通株式  
     1,808,100

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

30,817,400
308,174 同上

単元未満株式
普通株式 
           37,740

― 同上

発行済株式総数 32,663,240 ― ―

総株主の議決権 ― 308,174 ―

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式)

黒田電気株式会社
大阪市淀川区木川東 
４丁目11番３号

1,808,100 ― 1,808,100 5.54

計 ― 1,808,100 ― 1,808,100 5.54



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

(1)役職の異動 

月別 平成19年4月 5月 6月 7月 8月 9月

高(円) 1,705 1,898 2,065 1,970 2,010 1,800

低(円) 1,504 1,556 1,803 1,625 1,425 1,650

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

 執行役第三営業本部長兼欧州担当  執行役第三営業本部長 吉良 昌彦 平成19年11月1日

 執行役第五営業副本部長兼北米担当  執行役第五営業副本部長 細川 浩一 平成19年11月1日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

   

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間（平成18年４月1日から平成18年９月30日まで）及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成18年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年9月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年3月31日)

区分
注記 
番号 金額(百万円)

構成比
(％) 金額(百万円)

構成比
(％) 金額(百万円)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 9,765 8,766 13,313

 ２ 受取手形及び 
   売掛金

※5 42,140 52,576 42,629

 ３ たな卸資産 9,885 11,910 11,485

 ４ その他 1,719 2,622 2,317

 ５ 貸倒引当金 △    74 △   164 △   163

  流動資産合計 63,436 82.3 75,711 86.0 69,582 84.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

  (1) 建物及び構築物 4,294 3,792 3,900

  (2) 土地 2,648 2,328 2,475

  (3) その他 1,871 1,898 1,873

  有形固定資産合計 8,814 8,018 8,249

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 442 221 331

  (2) その他 236 317 304

  無形固定資産合計 679 538 636

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※2 2,531 2,172 2,028

  (2) その他 1,597 1,650 1,648

  (3) 貸倒引当金 △     9 △     9 △     9

   投資その他の 
   資産合計

4,119 3,814 3,667

   固定資産合計 13,612 17.7 12,371 14.0 12,553 15.3

   資産合計 77,049 100.0 88,082 100.0 82,136 100.0



 
  

前中間連結会計期間末
(平成18年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年9月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年3月31日)

区分
注記 
番号 金額(百万円)

構成比
(％) 金額(百万円)

構成比
(％) 金額(百万円)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び 
   買掛金

※5 31,349 39,730 36,051

 ２ 短期借入金 2,318 1,731 3,006

 ３ 未払法人税等 1,164 841 480

 ４ 賞与引当金 489 469 405

 ５ その他 1,664 2,153 2,073

  流動負債合計 36,987 48.0 44,925 51.0 42,017 51.2

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ― 172 ―

 ２ 再評価に係る 
   繰延税金負債

178 371 178

 ３ 退職給付引当金 518 474 520

  ４ 役員退職慰労引当金 ― 25 20

 ５ 負ののれん ― 703 721

 ６ その他 69 28 26

  固定負債合計 766 1.0 1,776 2.0 1,467 1.7

   負債合計 37,753 49.0 46,702 53.0 43,485 52.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,409 6,545 6,409

 ２ 資本剰余金 6,631 6,767 6,631

 ３ 利益剰余金 24,878 28,412 26,588

 ４ 自己株式 △    12 △ 1,902 △ 1,902

   株主資本合計 37,906 49.2 39,823 45.2 37,726 46.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

270 148 216

 ２ 繰延ヘッジ損益 △     1 △     0 ―

 ３ 土地再評価差額金 259 184 259

 ４ 為替換算調整勘定 △    87 954 206

   評価・換算差額等 
   合計

441 0.6 1,286 1.5 682 0.8

Ⅲ 少数株主持分 947 1.2 270 0.3 241 0.3

  純資産合計 39,295 51.0 41,380 47.0 38,651 47.1

  負債・純資産合計 77,049 100.0 88,082 100.0 82,136 100.0



② 【中間連結損益計算書】 
  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年4月 1日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月 1日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日)

区分
注記 
番号 金額(百万円)

百分比
(％) 金額(百万円)

百分比
(％) 金額(百万円)

百分比
(％)

Ⅰ 売上高 76,334 100.0 88,602 100.0 159,411 100.0

Ⅱ 売上原価 67,984 89.1 77,828 87.8 140,560 88.2

   売上総利益 8,349 10.9 10,773 12.2 18,850 11.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 荷造・運搬費 799 1,741 2,127

 ２ 貸倒引当金繰入額 3 15 93

 ３ 給料手当・賞与 1,992 2,258 4,479

 ４ 賞与引当金繰入額 415 395 324

 ５ 退職給付費用 157 159 320

 ６ 賃借料 662 675 1,371

 ７ その他 2,074 6,105 8.0 2,347 7,594 8.6 4,610 13,327 8.3

   営業利益 2,244 2.9 3,179 3.6 5,523 3.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 42 67 103

 ２ 受取配当金 10 21 27

 ３ 仕入割引 34 40 63

 ４ 負ののれん償却 ― 72 ―

 ５ 雑収入 72 159 0.2 84 286 0.3 133 327 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 33 53 78

 ２ 売上割引 10 5 22

 ３ 為替差損 56 213 294

 ４ たな卸資産評価損 23 ― ―

 ５ 雑損失 17 142 0.1 66 338 0.4 69 464 0.3

   経常利益 2,262 3.0 3,127 3.5 5,386 3.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※1 ― 315 5

 ２ 保険積立金解約益 527 ― 527

 ３ 投資有価証券売却益 405 933 1.2 ― 315 0.4 828 1,361 0.9

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※2 36 93 36

 ２ 投資有価証券評価損 ― 14 171

 ３ 構造改革費用 ※3 653 ― 1,144

 ４ 固定資産除却損 ※4 120 ― 122

 ５ 固定資産売却損 ※5 54 864 1.1 ― 107 0.1 54 1,530 1.0

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

2,330 3.1 3,335 3.8 5,218 3.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,162 893 1,894

   法人税等調整額 122 1,284 1.7 85 978 1.1 47 1,942 1.2

   少数株主利益 86 0.1 125 0.2 248 0.2

   中間(当期)純利益 959 1.3 2,230 2.5 3,027 1.9



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高(百万円) 6,409 6,631 24,268 △  12 37,297

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による利益の配当 △ 324 △ 324

利益処分による役員賞与 △  44 △  44

中間純利益 959 959

自己株式の取得 △   0 △  0

土地再評価差額金取崩額 19 19

持分法適用関連会社の除外 △   0 0 0

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額（純額）

―

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

― ― 609 0 609

平成18年9月30日残高(百万円) 6,409 6,631 24,878 △  12 37,906

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産
合計

その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算 
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 503 ― 279 △ 66 717 857 38,871

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による利益の配当 ― △ 324

利益処分による役員賞与 ― △ 44

中間純利益 ― 959

自己株式の取得 ― △   0

土地再評価差額金取崩額 ― 19

持分法適用関連会社の除外 ― 0

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額(純額)

△ 233 △ 1 △ 19 △ 20 △ 275 90 △ 185

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

△ 233 △ 1 △ 19 △ 20 △ 275 90 424

平成18年9月30日残高(百万円) 270 △ 1 259 △ 87 441 947 39,295



当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日残高(百万円) 6,409 6,631 26,588 △ 1,902 37,726

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 136 136 272

剰余金の配当 △  337 △   337

中間純利益 2,230 2,230

自己株式の取得 △     0 △    0

土地再評価差額金取崩額 △   69 △    69

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額（純額）

―

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

136 136 1,823 △     0 2,096

平成19年9月30日残高(百万円) 6,545 6,767 28,412 △ 1,902 39,823

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産
合計

その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算 
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高(百万円) 216 ― 259 206 682 241 38,651

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 ― 272

剰余金の配当 ― △  337

中間純利益 ― 2,230

自己株式の取得 ― △    0

土地再評価差額金取崩額 ― △   69

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額(純額)

△ 67 △ 0 △ 75 747 603 28 632

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

△ 67 △ 0 △ 75 747 603 28 2,729

平成19年9月30日残高(百万円) 148 △ 0 184 954 1,286 270 41,380



前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高(百万円) 6,409 6,631 24,268 △    12 37,297

連結会計年度中の変動額

利益処分による利益の配当 △   324 △   324

剰余金の配当 △   357 △   357

利益処分による役員賞与 △  44 △  44

当期純利益 3,027 3,027

自己株式の取得 △ 1,891 △ 1,891

土地再評価差額金取崩額 19 19

持分法適用関連会社の除外 △ 0 0 0

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 2,320 △ 1,890 429

平成19年3月31日残高(百万円) 6,409 6,631 26,588 △ 1,902 37,726

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算 
調整勘定

評価・換算 
差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 503 279 △    66 717 857 38,871

連結会計年度中の変動額

利益処分による利益の配当 ― △   324

剰余金の配当 ― △   357

利益処分による役員賞与 ― △    44

当期純利益 ― 3,027

自己株式の取得 ― △ 1,891

土地再評価差額金取崩額 ― 19

持分法適用関連会社の除外 ― 0

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額)

△   287 △    19 273 △    34 △   615 △   650

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△   287 △    19 273 △    34 △   615 △   220

平成19年3月31日残高(百万円) 216 259 206 682 241 38,651



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純利益 2,330 3,335 5,218

   減価償却費 562 613 1,220

   減損損失 36 93 36

   のれん償却額 110 38 221

   貸倒引当金の増加額又は減少額 △    14 △     1 73

   賞与引当金の増加額又は減少額 △     3 63 △    87

   役員賞与引当金の増加額又は減少額 ― △    75 75

   退職給付引当金の増加額又は減少額 7 △    46 △     7

   役員退職慰労引当金の増加額 ― 4 20

   受取利息及び受取配当金 △    52 △    88  △   131

   支払利息 33 53 78

   為替差損益 △     5 1 △     1

   固定資産売却損益 ― △   315 49

   投資有価証券売却損益 △   405 ― △   828

   構造改革費用 653 ― 1,144

   投資有価証券評価損 ― 14 171

   売上債権の増加額 △ 2,500 △ 8,777 △ 2,753

   たな卸資産の増加額 △ 1,572 △   169 △ 3,143

   未収消費税の増加額又は減少額 0 △   195 111

   仕入債務の増加額 2,895 2,714 6,842

   役員賞与の支払額 △    45 ― △    45

   その他 555 219 654

    小計 2,585 △ 2,519 8,917

   利息及び配当金の受取額 52 71 131

   利息の支払額 △    43 △    64 △    84

   法人税等の支払額 △ 1,384 △   519 △ 2,812

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,209 △ 3,031 6,152

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △   416 △   287 △   784

   有形固定資産の売却による収入 58 578 368

   投資有価証券の取得による支出 △   872 △   240 △ 1,321

   投資有価証券の売却による収入 916 0 2,040

   子会社の設立による支出 △   105 ― △   105

   少数株主よりの子会社株式取得による支出 ― △    45 △   182

   子会社株式・出資金の払込による支出 ― △   263 ―

   貸付による支出 ― △   190 △   368

   その他 △   125 △    54 △   101

  投資活動によるキャッシュ・フロー △   544 △   504 △   454

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額又は純減少額 323 △ 1,474 1,120

   長期借入金による収入 ― 200 ―

   長期借入金の返済による支出 △   116 △    27 △   262

   自己株式の取得による純支出 △     0 △     0 △ 1,901

   新株発行による収入 ― 272 ―

   配当金の支払額 △   324 △   337 △   682

   少数株主への配当金の支払額 △    21 △    17 △    27

  財務活動によるキャッシュ・フロー △   140 △ 1,384 △ 1,752

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △    61 373 66

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 463 △ 4,547 4,011

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,301 13,313 9,301

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 9,765 8,766 13,313



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年4月１日
至 平成19年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年4月１日
至 平成19年3月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数……………14社
Z.クロダ(シンガポール)PTE.LTD.

黒田電气(上海)有限公司

黒田電气(香港)有限公司
Z.クロダ(タイランド)CO.,LTD.

Z.クロダ エレクトリックCO.,LTD.

クロダ ホウヨウ(フィリピンズ)INC.

クロダ エレクトリックU.S.A.INC.

台湾黒田電器股份有限公司

黒田テクノ㈱

上海黒田貿易有限公司

広州黒田電子有限公司

㈱コムラテック
クロダ エレクトリック フィリピンズ,INC.

クロダ エレクトリック コリアINC.

１ 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数……………14社
  同左

１ 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数……………14社
  同左

（2）非連結子会社の数………… 7社

黒田電气貿易(無錫)有限公司

黒田電气(中国)有限公司

天津黒田貿易有限公司

凱欣自動化技術(深圳)有限公司

大連黒田貿易有限公司
クロダ シンセイ(タイランド)CO.,LTD.

クロダ エレクトリック チェコs.r.o.

上記７社は、総資産、売上
高、中間純損益及び利益剰余
金等からみて、中間連結財務
諸表に与える影響が軽微であ
るため、当中間連結会計期間
は非連結子会社としておりま
す。

（2）非連結子会社の数………… 7社
  同左

（2）非連結子会社の数………… 7社

黒田電气貿易(無錫)有限公司

黒田電气(中国)有限公司

天津黒田貿易有限公司

凱欣自動化技術(深圳)有限公司

大連黒田貿易有限公司
クロダ シンセイ(タイランド)CO.,LTD.

クロダ エレクトリック チェコs.r.o.

上記７社は、総資産、売上
高、当期純損益及び利益剰余
金等からみて、連結財務諸表
に与える影響が軽微であるた
め、当連結会計年度は非連結
子会社としております。

２ 持分法の適用に関する事項

   前連結会計年度まで持分法適 

  用関連会社に含めておりました 

  ユーアイ電子㈱は、民事再生法 

  の規定による再生手続開始の決 

  定を受けており、また、実質的

  な影響を及ぼしていないため、 

  当中間連結会計期間から持分法 

  を適用しておりません。

   非連結子会社７社は、それぞ 

  れ中間純損益及び利益剰余金等 

  からみて、中間連結財務諸表に 

  与える影響が軽微であるため、 

  当中間連結会計期間は持分法を 

  適用しておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項

    持分法非適用関連会社…… 1社
     エスエスケー(ベトナム)CO.,LTD.

   非連結子会社７社及び持分法 

  非適用関連会社１社は、それぞ 

  れ中間純損益及び利益剰余金等 

  からみて、中間連結財務諸表に 

  与える影響が軽微であるため、 

  当中間連結会計期間は持分法を 

  適用しておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項

   前連結会計年度まで持分法適 

  用関連会社に含めておりました 

  ユーアイ電子㈱は、民事再生法 

  の規定による再生手続開始の決 

  定を受けており、また、実質的

  な影響を及ぼしていないため、 

  当連結会計年度から持分法を適 

  用しておりません。

   非連結子会社７社は、それぞ 

  れ当期純損益及び利益剰余金等 

  からみて、連結財務諸表に与え 

  る影響が軽微であるため、当連 

  結会計年度は持分法を適用して 

  おりません。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項

連結子会社の中間決算日
は、９月30日の黒田テクノ㈱
及び８月31日の㈱コムラテッ
クを除き、いずれも６月30日
であります。

中間連結財務諸表の作成に
あたっては、各社の中間決算
日に基づく中間財務諸表を使
用し、中間連結決算日との間
に生じた重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っ
ております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す
る事項

連結子会社の決算日は、３
月31日の黒田テクノ㈱及び２
月28日の㈱コムラテックを除
き、いずれも12月31日であり
ます。

連結財務諸表の作成にあた
っては、各社の決算日に係る
財務諸表を使用し、連結決算
日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調
整を行っております。

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
  ① 有価証券

ａ 満期保有目的の債券
   ……償却原価法

ｂ その他有価証券
  時価のあるもの
   中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純
資産直入法により処理
し、売却原価は、移動
平均法により算定して
おります。)

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
  ① 有価証券

ａ 満期保有目的の債券
同左

ｂ その他有価証券
  時価のあるもの

同左
   

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
  ① 有価証券

ａ 満期保有目的の債券
    同左

ｂ その他有価証券
  時価のあるもの
   連結決算末日の市場価

格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純
資産直入法により処理
し、売却原価は、移動
平均法により算定して
おります。)

  時価のないもの
   移動平均法による原価

法

  時価のないもの
同左

  時価のないもの
    同左

  ② デリバティブ

    時価法

  ③ たな卸資産
    主として移動平均法による

原価法

  ② デリバティブ
同左

    
  ③ たな卸資産

同左

  ② デリバティブ
同左

  ③ たな卸資産
同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却方法

  ① 有形固定資産
    当社は定率法によっており

ます。なお、耐用年数及び残
存価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基準
によっております。ただし、
平成10年４月１日以降に取得
した建物(附属設備を除く)に
ついては定額法を採用してお
ります。

    連結子会社は、主に定額法
によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却方法

 ① 有形固定資産
同左

   

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却方法

  ① 有形固定資産
同左

  
    



前中間連結会計期間
(自 平成18年4月１日
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

      （会計方針の変更） 
 当社及び国内連結子会社
は、法人税法の改正 ((所得
税法等の一部を改正する法律
平成19年3月30日 法律第6
号）及び（法人税法施行令の
一部を改正する政令 平成19
年3月30日 政令第83号)) に
伴い、当中間連結会計期間か
ら取得した有形固定資産につ
いては、改正後の法人税法に
基づく償却方法に変更してお
ります。  
 当該変更に伴う損益に与え
る影響は軽微であります。な
お、セグメントに与える影響
は（セグメント情報）に記載
しております。

       （追加情報） 
 当社及び国内連結子会社
は、平成19年度の法人税法の
改正に伴い、平成19年3月31
日以前に取得した資産につい
ては、改正前の法人税法に基
づく減価償却の方法の適用に
より、取得価額の5％に到達
した連結会計年度の翌連結会
計年度より、取得価額の5％
相当額と備忘価額との差額を
5年間にわたり均等償却し、
減価償却費に含めて計上して
おります。 
 当該変更に伴う損益に与え
る影響は軽微であります。な
お、セグメントに与える影響
は（セグメント情報）に記載
しております。

  ② 無形固定資産
    定額法によっております。

  ② 無形固定資産
        同左

  ② 無形固定資産
       同左

 (3) 重要な引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金
    当社は、債権の貸倒れに備

えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸
念債権及び破産更生債権につ
いては、個別に回収可能性を
検討し回収不能見込額を計上
しております(財務内容評価
法)。

    また、連結子会社は、主と
して債権内容により個別に必
要と認められる額を計上して
おります。

 (3) 重要な引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金
    当社及び一部の連結子会社

は、従業員の賞与の支給に備
えるため、将来の支給見込額
のうち当中間連結会計期間の
負担額を計上しております。

  ② 賞与引当金
同左

  ② 賞与引当金
    当社及び一部の連結子会社

は、従業員の賞与の支給に備
えるため、将来の支給見込額
のうち当連結会計年度の負担
額を計上しております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  ③ 役員賞与引当金
    ――――― 
 

  ③ 役員賞与引当金
    ―――――
 

  

  ③ 役員賞与引当金

    当社及び一部の連結子会社

は、役員に対して支給する賞

与の支出に当てるため、支給

見込額に基づき当連結会計年

度に見合う額を計上しており

ます。

  ④ 退職給付引当金

    当社及び一部の連結子会社

は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。

    なお、数理計算上の差異に

ついては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(15年)による定額

法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

  ④ 退職給付引当金

同左

    

    

    

  ④ 退職給付引当金

    当社及び一部の連結子会社

は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

    なお、数理計算上の差異に

ついては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(15年)による定額

法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金
    ――――― 
 

  ⑤ 役員退職慰労引当金

    一部の連結子会社は、役員

の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく中間連結

会計期間末要支給額を計上し

ております。

   （追加情報）

    一部の連結子会社は、役員

退職慰労金は、支出時の費用

としておりましたが、前連結

会計年度の下期において内規

に基づく期末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上す

る方法に変更しました。

    従って、前中間連結会計期

間は従来の方法によっており

ます。当中間連結会計期間と

同一の方法を採用した場合と

比較して、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ15百万円多く

計上されております。

  ⑤ 役員退職慰労引当金

    一部の連結子会社は、役員

の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額を計上して

おります。

   （会計方針の変更）

   一部の連結子会社は、役員退

職慰労金については従来、支

出時の費用としておりました

が、当連結会計年度より内規

に基づく期末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上す
る方法に変更いたしました。

この変更は、役員の在任期間

に対応した費用計上を行うこ

とにより期間損益の適正化と

財務内容の健全化をはかるた

めのものであります。  

 この結果、従来の方法と比

較して、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ20百万円減少し

ております。なお、セグメン

トに与える影響は（セグメン

ト情報）に記載しておりま

す。  

 また、当下期に内規の改訂

整備が行われたため、当中間

連結会計期間は従来の方法に

よっております。従って、当

中間連結会計期間は、変更後

の方法によった場合と比較し

て、営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益は、

それぞれ15百万円多く計上し

ております。 



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (4) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、主として通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    原則として繰延ヘッジ処理

によっております。なお、為

替予約については、振当処理

の要件を満たしている場合は

振当処理を、金利スワップに

ついては、特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理

を行っております。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    原則として繰延ヘッジ処理

によっております。なお、為

替予約については、振当処理

の要件を満たしている場合は

振当処理を行っております。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    原則として繰延ヘッジ処理

によっております。なお、為

替予約については、振当処理

の要件を満たしている場合は

振当処理を、金利スワップに

ついては、特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理

を行っております。

 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建債権債務等

金利スワップ取引 借入金利息
 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建債権債務等

 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建債権債務等

金利スワップ取引 借入金利息

  ③ ヘッジ方針

    外貨建債権債務等に係る為

替変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を利用してお

ります。その取引は外貨建債

権債務の残高の範囲内で行う

こととしております。

    また、借入金利息に係る金

利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を利用し

ております。その取引は借入

金の残高の範囲内で行うこと

としております。

  ③ ヘッジ方針

    外貨建債権債務等に係る為

替変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を利用してお

ります。その取引は外貨建債

権債務の残高の範囲内で行う

こととしております。

  ③ ヘッジ方針

    外貨建債権債務等に係る為

替変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を利用してお

ります。その取引は外貨建債

権債務の残高の範囲内で行う

こととしております。

    また、借入金利息に係る金

利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を利用し

ております。その取引は借入

金の残高の範囲内で行うこと

としております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    為替予約取引については、

ヘッジ対象とヘッジ手段に関

する重要な条件が同一であ

り、高い相関関係があると考

えられるため、有効性の判定

を省略しております。

    また、金利スワップ取引に

ついては、特例処理の要件を

満たしているため、有効性の

判定を省略しております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    為替予約取引については、

ヘッジ対象とヘッジ手段に関

する重要な条件が同一であ

り、高い相関関係があると考

えられるため、有効性の判定

を省略しております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    為替予約取引については、

ヘッジ対象とヘッジ手段に関

する重要な条件が同一であ

り、高い相関関係があると考

えられるため、有効性の判定

を省略しております。

    また、金利スワップ取引に

ついては、特例処理の要件を

満たしているため、有効性の

判定を省略しております。

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

 (6) その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

同左



 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、そ

の効果の発現する期間にわたっ

て均等に償却することとしてお

ります。

   ただし、金額の僅少な場合は

発生年度で一括償却しておりま

す。

５ のれん及び負ののれんの償却に

関する事項

のれん及び負ののれんの償却

については、その効果の発現す

る期間にわたって均等に償却す

ることとしております。

   ただし、金額の僅少な場合は

発生年度で一括償却しておりま

す。

５ のれん及び負ののれんの償却に

関する事項

同左

   

６ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

   中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以

内に期限の到来する短期投資か

らなっております。

６ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

   連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

期限の到来する短期投資からな

っております。



会計方針の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準（企業会計基準第５号平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号平成17年12月９日）を適

用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は38,349百万円でありま

す。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成して

おります。

 ―――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。  

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は38,409百万円であ

ります。  

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

 ―――――  ―――――  (役員賞与に関する会計基準）  

 当連結会計年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第４号 平成17

年11月29日）を適用しておりま

す。  

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ75百

万円減少しております。なお、セグ

メントに与える影響は（セグメント

情報）に記載しております。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ

ん」と表示しております。 

―――――

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において販売費及び一般管理費の
「その他」に含めておりました「荷造・運搬費」は、販
売費及び一般管理費の合計額の10/100を超えたため、当
中間連結会計期間において区分掲記することといたしま
した。  
 なお、前中間連結会計期間の「荷造・運搬費」は、
「その他」に488百万円含まれております。 

―――――

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却
額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間
から「のれん償却額」と表示しております。 

―――――



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

7,155百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

7,523百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

7,079百万円

 

※２ 担保資産

(１)建物及び構築物 49百万円

土地 118百万円

計 167百万円

   仕入債務の担保に供しており

ます。

 

※２ 担保資産

(１)建物及び構築物 46百万円

土地 118百万円

計 164百万円

   仕入債務の担保に供しており

ます。

 

※２ 担保資産

(１)建物及び構築物 47百万円

土地 118百万円

計 166百万円

   仕入債務の担保に供しており

ます。

 (２) 投資有価証券320百万円につ

いては、取引保証金の代用とし

て差し入れております。

 (２) 投資有価証券265百万円につ

いては、取引保証金の代用とし

て差し入れております。

 (２) 投資有価証券301百万円につ

いては、取引保証金の代用とし

て差し入れております。

  ３    ――――― 
 

 

 ３ 偶発債務

  関係会社の金融機関からの

借入金に対して、次のとおり

債務保証を行っております。

   （債務保証）

大連黒田貿易有限公司 73百万円

天津黒田貿易有限公司 40百万円

計 113百万円
 

 ３ 偶発債務

  関係会社の金融機関からの

借入金に対して、次のとおり

債務保証を行っております。

   （債務保証）

天津黒田貿易有限公司 20百万円

大連黒田貿易有限公司 16百万円

計 36百万円

４ 当社は安定的な資金調達手

段の確保及び資金効率の改善

を図るとともに、将来の資金

需要への対応力を向上させる

ため、取引銀行２行との間で

総額100億円のコミットメン

トライン契約を締結しており

ます。 

 なお、当中間連結会計期間

においては、当該コミットメ

ントラインの実行は行ってお

りません。

４    同左 ４ 当社は安定的な資金調達手

段の確保及び資金効率の改善

を図るとともに、将来の資金

需要への対応力を向上させる

ため、取引銀行２行との間で

総額100億円のコミットメン

トライン契約を締結しており

ます。 

 なお、当連結会計年度にお

いては、当該コミットメント

ラインの実行は行っておりま

せん。

※５ 中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。

  なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形 335百万円

支払手形 483百万円

※５ 中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。

  なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形 242百万円

支払手形 670百万円

 

※５ 期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をも

って決済処理しております。

  なお、当連結会計年度末日

が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が、

期末残高に含まれておりま

す。

受取手形 240百万円

支払手形 753百万円



(中間連結損益計算書関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１    ――――― 
 

  

※１ 固定資産売却益

 主に、土地及び建物の売却によ
るものであります。

※１ 固定資産売却益

主に、車両運搬具の売却による
ものであります。

 

※２ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、
当社グループは以下の資産につい
て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

埼玉県大里郡
江南町

遊休 
不動
産  

土地

33

三重県名張市 2

計 36

当社グループは、事業資産につ
いては管理会計上の区分に基づ
き、遊休資産については個々の資
産を１つの単位として資産のグル
ーピングを行っております。
遊休資産については、地価の下

落により市場価格が帳簿価額を下
回り、かつ、今後の利用計画も定
まっていない資産について、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、
減損損失（36百万円）を計上して
おります。
なお、回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、主と
して固定資産税評価額に合理的な
調整を行った価額により評価し、
重要性の高い資産については不動
産鑑定評価額等に基づいて評価し
ております。

 

※２ 減損損失 

 在外連結子会社において、所在
国の会計基準に従い計上した減損
損失であり、その内訳は、次のと
おりであります。

場 所 用途 種類
減損損失 
(百万円)

Z.クロダ(シ
ンガポール)
PTE.LTD.

事業用
資産

建物 93

 当社グループは、事業資産につ
いては管理会計上の区分に基づ
き、遊休資産については個々の資
産を１つの単位として資産のグル
ーピングを行っております。
 その結果、Ｚ．クロダ(シンガ
ポール)PTE.LTD.において、建物
の時価が大幅に下落しましたの
で、帳簿価額を回収可能額まで減
額し、減損損失(93百万円)を計上
しております。
 なお、回収可能価額は、正味売
却価額により測定しており、不動
産鑑定評価に基づいて評価してお
ります。

 

※２ 減損損失

当連結会計年度において、当社
グループは以下の資産について減
損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

埼玉県大里郡
江南町

遊休
不動
産

土地
33

三重県名張市 2

計 36

当社グループは、事業資産につ
いては管理会計上の区分に基づ
き、遊休資産については個々の資
産を１つの単位として資産のグル
ーピングを行っております。
遊休資産については、地価の下

落により市場価格が帳簿価額を下
回り、かつ、今後の利用計画も定
まっていない資産について、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、
減損損失（36百万円）を計上して
おります。
なお、回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、主と
して固定資産税評価額に合理的な
調整を行った価額により評価し、
重要性の高い資産については不動
産鑑定評価額等に基づいて評価し
ております。

※３ 構造改革費用

 一部の在外連結子会社において
事業改革のために要した費用であ
り、その内訳は、次のとおりであ
ります。

内容 金額(百万円)

たな卸資産処分 252 

機械装置等除却 239 

その他 161 

計 653 

３    ――――― ※３ 構造改革費用

当社及び一部の連結子会社にお
いて、事業改革のために要した費
用であり、その内訳は、次のとお
りであります。

内容 金額(百万円)

たな卸資産処分 365 

機械装置等除却 281 

その他 497 

計 1,144 

※４ 固定資産除却損
  主に機械装置の除却によるもの
であります。

４    ――――― ※４ 固定資産除却損

 主に、機械装置の除却によるも
のであります。

※５ 固定資産売却損

主に、土地及び建物の売却によ
るものであります。

５    ――――― ※５ 固定資産売却損

主に、土地及び建物の売却によ
るものであります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要)  

増加の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    346株 
  
減少の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要)  

増加の内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の権利行使による新株の発行による増加    173,600株 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要)  

増加の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加      60株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 32,489,640 ― ― 32,489,640

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 8,577 346 1,119 7,804

持分法適用除外による持分法適用関連会社の自己株式（当社株式）の当社帰属分 1,119株

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 324 10 平成18年3月31日 平成18年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 357 11 平成18年9月30日 平成18年12月8日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 32,489,640 173,600 ― 32,663,240

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,808,050 60 ― 1,808,110

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月15日 
取締役会

普通株式 337 11 平成19年3月31日 平成19年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月31日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 401 13 平成19年9月30日 平成19年12月10日



次へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要)  

増加の内訳は、次のとおりであります。 

市場での買取りによる増加       1,800,000株 

単元未満株式の買取りによる増加       592株 
  
減少の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 32,489,640 ― ― 32,489,640

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,577 1,800,592 1,119 1,808,050

持分法適用除外による持分法適用関連会社の自己株式（当社株式）の当社帰属分 1,119株

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 324 10 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 357 11 平成18年9月30日 平成18年12月8日

計 682 21

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 337 11 平成19年3月31日 平成19年6月29日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 9,765百万円

現金及び現金同等物 9,765百万円

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,766百万円

現金及び現金同等物 8,766百万円

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金勘定 13,313百万円

現金及び現金同等物 13,313百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定資産 
・その他

1,346 786 559

無形固定資産 689 256 433

合計 2,036 1,042 993

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

有形固定資産 
・その他

957 595 362

無形固定資産 695 381 314

合計 1,653 976 676

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額
取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産
・その他

980 490 490

無形固定資産 696 309 386

合計 1,676 800 876

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 342百万円

１年超 667百万円

合計 1,010百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 295百万円

１年超 397百万円

合計 693百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 334百万円

１年超 559百万円

合計 893百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 214百万円

減価償却費相当額 203百万円

支払利息相当額 10百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 175百万円

減価償却費相当額 166百万円

支払利息相当額 8百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 292百万円

減価償却費相当額 277百万円

支払利息相当額 16百万円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

 … リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

利息相当額の算定方法

 … リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、

利息法によっております。

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行うこととしております。 

なお、当中間連結会計期間末における減損処理の対象になる有価証券はありません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行うこととしております。 

なお、当中間連結会計期間末において減損処理した有価証券は、14百万円であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) その他有価証券

① 株式 1,740 2,191 450

② その他 ― ― ―

計 1,740 2,191 450

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) その他有価証券

 ① 非上場株式 258

(2) 子会社株式及び関連会社株式

 ① 子会社株式 81

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) その他有価証券

① 株式 1,687 1,936 248

② その他 ― ― ―

計 1,687 1,936 248

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) その他有価証券

 ① 非上場株式 102

(2) 子会社株式及び関連会社株式

 ① 子会社株式 121

 ② 関連会社株式 13



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注） 減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っております。 

なお、当連結会計年度において減損処理した有価証券は、14百万円であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

① 株式 1,397 1,783 386

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

① 株式 135 110 △ 24

計 1,533 1,894 361

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

  (1) その他有価証券

      ① 非上場株式 52

  (2) 子会社株式及び関連会社株式

① 子会社株式 81



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) 

当社企業グループは、電気材料、一般電子部品、半導体等の販売を主たる事業として行っておりま
す。従たる事業として機器・装置の製作を行っておりますが、小規模な事業であり全セグメントの売上
高の合計、営業利益の合計額に占める割合がいずれも10％未満でありますので、事業の種類別セグメン
ト情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日) 

当社企業グループは、電気材料、一般電子部品、半導体等の販売を主たる事業として行っておりま
す。従たる事業として機器・装置の製作を行っておりますが、小規模な事業であり全セグメントの売上
高の合計、営業利益の合計額に占める割合がいずれも10％未満でありますので、事業の種類別セグメン
ト情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

当社企業グループは、電気材料、一般電子部品、半導体等の販売を主たる事業として行っておりま
す。従たる事業として機器・装置の製作を行っておりますが、小規模な事業であり全セグメントの売上
高の合計、営業利益の合計額に占める割合がいずれも10％未満でありますので、事業の種類別セグメン
ト情報の記載を省略しております。 

  
  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 
（単位：百万円） 

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 
 (2) 各区分に属する主な国又は地域 
    アジア……シンガポール、中国、タイ、フィリピン 
    北米………米国 

  

日本 アジア 北米 計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 53,501 22,745 87 76,334 ― 76,334

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

12,546 742 46 13,335 ( 13,335) ―

計 66,048 23,487 133 89,669 ( 13,335) 76,334

営業費用 64,454 22,925 129 87,509 ( 13,420) 74,089

営業利益 1,593 562 4 2,159 84 2,244



当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 
（単位：百万円） 

 
（注）1   国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

      アジア……シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

      北米………米国 

２ 会計方針の変更 

     「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正 ((所得税法

等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 

平成19年3月30日 政令第83号)) に伴い、当中間連結会計期間から取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく償却方法に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。 

３ 追加情報 

    「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、平成19年度の法人税法の改

正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により、取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備

忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴う損

益に与える影響は軽微であります。 

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 
（単位：百万円） 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 
 (2) 各区分に属する主な国又は地域 
    アジア……シンガポール、中国、タイ、フィリピン 
    北米………米国 

２ 「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より役員賞与引当金を計上しております。この変更に

より、従来と同一の方法によった場合と比較して、日本国の営業利益が75百万円減少しております。 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より役員退職慰労引

当金を計上しております。この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して、日本国の営業利益

が20百万円減少しております。 

日本 アジア 北米 計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 61,142 27,376 82 88,602 ― 88,602

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

14,122 415 150 14,688 ( 14,688) ―

計 75,265 27,792 233 103,290 ( 14,688) 88,602

営業費用 73,026 26,943 195 100,165 ( 14,742) 85,422

営業利益 2,238 848 37 3,125 53 3,179

日本 アジア 北米 計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 104,767 54,465 178 159,411 ― 159,411

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

32,118 1,449 95 33,663 ( 33,663) ―

計 136,886 55,914 273 193,074 ( 33,663) 159,411

営業費用 132,907 54,500 263 187,671 ( 33,783) 153,887

営業利益 3,979 1,414 9 5,403 119 5,523



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

（単位：百万円） 

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    アジア……………シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

    その他の地域……米国、イギリス 

  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

（単位：百万円） 

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    アジア……………シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

    その他の地域……米国、ポーランド 

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

（単位：百万円） 

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    アジア……………シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

    その他の地域……米国、イギリス 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 35,527 196 35,723

Ⅱ 連結売上高 76,334

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

46.5 0.3 46.8

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 39,783 5,098 44,882

Ⅱ 連結売上高 88,602

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

44.9 5.8 50.7

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 72,055 2,073 74,129

Ⅱ 連結売上高 159,411

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

45.2 1.3 46.5



(１株当たり情報) 
  

 
(注) 算定上の基礎 

1 １株当たり純資産額 

 
  

  

2 １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,180.61円 １株当たり純資産額 1,332.35円 １株当たり純資産額 1,251.87円

１株当たり中間純利益 29.53円 １株当たり中間純利益 72.42円 １株当たり当期純利益 95.42円

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日)

前連結会計年度末

（平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表) 
の純資産の部の合計額(百万円）

39,295 41,380 38,651

普通株式に係る純資産額（百万円） 38,348 41,109 38,409

差額の主な内訳（百万円）

少数株主持分 947 270 241

普通株式の発行済株式数（千株） 32,489 32,663 32,489

普通株式の自己株式数（千株） 7 1,808 1,808

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(千株）

32,481 30,855 30,681

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益(百万円） 959 2,230 3,027

普通株主に帰属しない金額(百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円）

959 2,230 3,027

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,481 30,802 31,727

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益調整額（百万円） ―

該当事項ありません。

―

普通株式増加数(千株） ― ―

(うち新株予約権方式による
ストックオプション)

(―) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要

新株予約権
株主総会特別決議日
平成14年6月27日
（新株予約権2,336個）

新株予約権 
株主総会特別決議日 
平成14年6月27日
（新株予約権2,306個）



(重要な後発事象) 
  

 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

当社は、平成18年10月2日開催の取締

役会において、会社法165条の規定に基

づき自己株式を取得することを決議い

たしました。

(1)理由
機動的な資本政策及び
総合的な株主還元策の
一環として

(2)取得する株 
   式種類

普通株式

(3)取得する株  
   式の数

1,800,000株

(4)株式取得価 
   額の総額

2,000百万円

(5)自己株式取 
   得の日程

平成18年10月3日から 

平成19年1月31日まで

連結子会社の統合及び解散

 当社は、平成19年11月14日の執行

役会において、当社連結子会社であ

るZ.クロダ(タイランド)CO.,LTD.

と、Z.クロダ エレクトリック

CO.,LTD.の事業活動を平成20年3月

31日に統合することを決定しました

(1) 統合予定日  平成20年3月31日

(2) 統合の形態  

 タイ国内法に基づき、Z.クロダ エ

レクトリックCO.,LTD.からZ.クロダ

(タイランド)CO.,LTD.へ営業の全部

譲渡を行い、資産及び負債の移転を

行うとともに、Z.クロダ エレクト

リックCO.,LTD.は解散いたします。 

(3) 連結子会社の統合及び解散 

  の理由

 両社の顧客・取引先が重複するな

ど、その機能が接近するとともに、

分業を行う必要性が希薄化したた

め、Z.クロダ エレクトリック

CO.,LTD.からZ.クロダ(タイランド)

CO.,LTD.への全部譲渡を行うととも

に、両社の事業を統合し、Z.クロダ 

エレクトリックCO.,LTD.を解散・清

算することにいたしました。

  ―――――



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 6,267 3,164 6,546

 ２ 受取手形 ※5 2,575 1,906 1,437

 ３ 売掛金 35,331 44,145 35,673

 ４ たな卸資産 6,465 8,320 7,677

 ５ その他 1,046 1,759 2,235

 ６ 貸倒引当金 △    57 △   351 △   338

   流動資産合計 51,629 79.1 58,945 82.2 53,231 80.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

  (1) 土地 1,898 1,736 1,898

  (2) その他 1,725 1,498 1,613

   有形固定資産合計 3,624 3,235 3,512

 ２ 無形固定資産 200 219 202

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※2 2,432 2,025 1,931

  (2) 関係会社株式 3,997 4,086 4,086

  (3) その他 4,122 3,416 3,510

  (4) 貸倒引当金 △   733 △   219 △   137

   投資その他の 
   資産合計

9,819 9,309 9,390

   固定資産合計 13,643 20.9 12,764 17.8 13,104 19.8

   資産合計 65,273 100.0 71,709 100.0 66,336 100.0



前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※5 2,411 3,932 3,227

 ２ 買掛金 26,091 31,445 28,025

 ３ 未払法人税等 727 310 223

 ４ 賞与引当金 370 363 300

 ５ その他 742 1,109 936

   流動負債合計 30,342 46.5 37,160 51.8 32,714 49.3

Ⅱ 固定負債

 １ 再評価に係る 
   繰延税金負債

178 371 178

 ２ 退職給付引当金 508 455 479

   固定負債合計 686 1.0 826 1.2 657 1.0

   負債合計 31,028 47.5 37,987 53.0 33,371 50.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,409 9.8 6,545 9.1 6,409 9.7

 ２ 資本剰余金

  (1)資本準備金 6,631 6,767 6,631

   資本剰余金合計 6,631 10.2 6,767 9.4 6,631 10.0

 ３ 利益剰余金

  (1)利益準備金 168 168 168

  (2)その他利益剰余金

   固定資産圧縮 
   積立金

46 44 45

   別途積立金 18,800 18,800 18,800

   繰越利益剰余金 1,680 2,966 2,342

   利益剰余金合計 20,694 31.7 21,980 30.7 21,355 32.2

 ４ 自己株式 △    12 △ 0.0 △ 1,902 △ 2.7 △ 1,902 △ 2.9

株主資本合計 33,723 51.7 33,391 46.5 32,493 49.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

262 0.4 146 0.2 211 0.3

 ２ 繰延ヘッジ損益 △     1 △ 0.0 △     0 △ 0.0 ― ―

 ３ 土地再評価差額金 259 0.4 184 0.3 259 0.4

   評価・換算差額等 
   合計

520 0.8 330 0.5 471 0.7

   純資産合計 34,244 52.5 33,721 47.0 32,964 49.7

   負債・純資産合計 65,273 100.0 71,709 100.0 66,336 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 63,622 100.0 72,676 100.0 131,487 100.0

Ⅱ 売上原価 58,154 91.4 65,586 90.2 119,384 90.8

   売上総利益 5,468 8.6 7,090 9.8 12,102 9.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,490 7.1 5,706 7.9 9,533 7.2

   営業利益 978 1.5 1,383 1.9 2,569 2.0

Ⅳ 営業外収益 ※1 372 0.6 432 0.6 1,059 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※2 129 0.2 383 0.5 553 0.4

   経常利益 1,221 1.9 1,432 2.0 3,075 2.3

Ⅵ 特別利益 ※3 933 1.5 304 0.4 1,355 1.0

Ⅶ 特別損失 ※4,5 589 0.9 14 0.0 1,213 0.9

   税引前中間 
   (当期)純利益

1,564 2.5 1,723 2.4 3,217 2.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

742 347 1,018

   法人税等調整額 △ 136 605 1.0 344 691 1.0 222 1,240 0.9

   中間(当期)純利益 958 1.5 1,031 1.4 1,977 1.5



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本 
準備金

資本剰余
金合計

利益 
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計固定資産 

圧縮積立金

別途 
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 6,409 6,631 6,631 168 47 18,100 1,755 20,070 △   11 33,099

中間会計期間中の変動額

 利益処分による利益の配当 △ 324 △  324 △  324

 利益処分による役員賞与 △  29 △   29 △   29

 中間純利益 958 958 958

 自己株式の取得 ― △    0 △    0

 固定資産圧縮積立金取崩額 △ 0 0 ― ―

 別途積立金の積立 700 △ 700 ― ―

 土地再評価差額金取崩額 19 19 19

 株主資本以外の項目の   

 中間会計期間中の変動額(純額)
― ―

中間会計期間中の変動額合計(百万円) ― ― ― ― △ 0 700 △  74 624 △    0 623

平成18年９月30日残高(百万円) 6,409 6,631 6,631 168 46 18,800 1,680 20,694 △   12 33,723

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

土地再評価 
差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 497 ― 279 777 33,877

中間会計期間中の変動額

 利益処分による利益の配当 △   324

 利益処分による役員賞与 △    29

 中間純利益 958

 自己株式の取得 △     0

 固定資産圧縮積立金取崩額 ―

 別途積立金の積立 ―

 土地再評価差額金取崩額 19

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額(純額)
△   235 △     1 △    19 △   256 △   256

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △   235 △     1 △    19 △   256 366

平成18年９月30日残高(百万円) 262 △     1 259 520 34,244



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本 
準備金

資本剰余
金合計

利益 
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計固定資産 

圧縮積立金

別途 
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 6,409 6,631 6,631 168 45 18,800 2,342 21,355 △1,902 32,493

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 136 136 136 ― 272

 剰余金の配当 △ 337 △  337 △  337

 中間純利益 1,031 1,031 1,031

 自己株式の取得 ― △    0 △    0

 固定資産圧縮積立金取崩額 △ 0 0 ― ―

 土地再評価差額金取崩額 △  69 △   69 △   69

 株主資本以外の項目の   

 中間会計期間中の変動額(純額)
― ―

中間会計期間中の変動額合計(百万円) 136 136 136 ― △  0 ― 624 624 △    0 897

平成19年９月30日残高(百万円) 6,545 6,767 6,767 168 44 18,800 2,966 21,980 △1,902 33,391

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

土地再評価 
差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 211 ― 259 471 32,964

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 272

 剰余金の配当 △   337

 中間純利益 1,031

 自己株式の取得 △     0

 固定資産圧縮積立金取崩額 ―

 土地再評価差額金取崩額 △    69

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額(純額)
△   64 △     0 △  75 △   140 △   140

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △   64 △     0 △    75 △   140 756

平成19年９月30日残高(百万円) 146 △     0 184 330 33,721



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本 
準備金

資本剰余
金合計

利益 
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計固定資産 

圧縮積立金

別途 
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 6,409 6,631 6,631 168 47 18,100 1,755 20,070 △   11 33,099

事業年度中の変動額

 利益処分による固定資産圧縮 

 積立金取崩額(前期)
△   0 0 ― ―

 固定資産圧縮積立金取崩額 

  (当期)
△   0 0 ― ―

 利益処分による別途積立金 

 の積立
700 △  700 ― ―

 利益処分による利益の配当 △  324 △  324 △  324

 剰余金の配当 △  357 △  357 △  357

 利益処分による役員賞与 △   29 △   29 △   29

 当期純利益 1,977 1,977 1,977

 自己株式の取得 ― △1,891 △1,891

 土地再評価差額金取崩額 19 19 19

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
― ―

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ― ― △   1 700 587 1,285 △1,891 △  606

平成19年３月31日残高(百万円) 6,409 6,631 6,631 168 45 18,800 2,342 21,355 △1,902 32,493

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 497 279 777 33,877

事業年度中の変動額

 利益処分による固定資産圧縮 

 積立金取崩額(前期)
―

 固定資産圧縮積立金取崩額(当期) ―

 利益処分による別途積立金の 

 積立
―

 利益処分による利益の配当 △   324

 剰余金の配当 △   357

 利益処分による役員賞与 △    29

 当期純利益 1,977

 自己株式の取得 △ 1,891

 土地再評価差額金取崩額 19

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
△   286 △    19 △   306 △   306

事業年度中の変動額合計(百万円) △   286 △    19 △   306 △   912

平成19年３月31日残高(百万円) 211 259 471 32,964



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

① 満期保有目的の債券

   償却原価法

② 子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法

③ その他有価証券

  時価のあるもの

   中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定しております。)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

① 満期保有目的の債券

同左

② 子会社株式及び関連会社株式

同左

③ その他有価証券

   時価のあるもの

同左

     

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

① 満期保有目的の債券

同左

② 子会社株式及び関連会社株式

同左

③ その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定しております。)

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

  時価のないもの

同左

 (2) デリバティブ

  時価法

 (3) たな卸資産 

   移動平均法による原価法

 (2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

同左

 (2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産……定率法

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く)につい

ては定額法を採用しておりま

す。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産……同左

同左

 

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産……同左

同左

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正 ((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年3月30日

法律第6号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年3月30

日 政令第83号)) に伴い、当中間会

計期間から取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づ

く償却方法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

    （追加情報） 

 平成19年度の法人税法の改正に

伴い、平成19年3月31日以前に取得

した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の

適用により、取得価額の5％に到達

した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の5％相当額と備忘価額と
の差額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。

 当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 無形固定資産……定額法  (2) 無形固定資産……同左  (2) 無形固定資産……同左

 (3) 長期前払費用……定額法  (3) 長期前払費用……同左  (3) 長期前払費用……同左

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れに備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権

及び破産更生債権について

は、個別に回収可能性を検討

し回収不能見込額を計上して

おります(財務内容評価法)。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当中間会計期間の負担額

を計上しております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当期の負担額を計上して

おります。

 (3) 役員賞与引当金

   ―――――

 (3) 役員賞与引当金

   ―――――

 (3) 役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当期に見合う額

を計上しております。

 (4) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。

 なお、数理計算上の差異に

ついては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(15年)による定額

法により、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理するこ

ととしております。

 (4) 退職給付引当金

同左

 (4) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期において発生

していると認められる額を計

上しております。

 なお、数理計算上の差異に

ついては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(15年)による定額

法により、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

４ リース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左



 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法

 原則として繰延ヘッジ処理

によっております。なお、為

替予約については、振当処理

の要件を満たしている場合は

振当処理を行っております。

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建債権債務等

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

 外貨建債権債務等に係る為

替変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を利用してお

ります。その取引は外貨建債

権債務の残高の範囲内で行う

こととしております。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

 為替予約取引については、

ヘッジ対象とヘッジ手段に関

する重要な条件が同一であ

り、高い相関関係があると考

えられるため、有効性の判定

を省略しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



次へ 

会計方針の変更 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号平成17年12月９日）を適用

しております。従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は34,245百万

円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間貸借対照表の純資産

の部ついては、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

     ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当期より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、純資産の部の金額と

同額であります。  

 財務諸表等規則の改正により、当期

における財務諸表は、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

     ―――――      ――――― （役員賞与に関する会計基準）

当期より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を適用し

ております。  

 この結果、従来の方法と比較して、

営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ43百万円減少してお

ります。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額       3,313百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額       3,547百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額       3,529百万円

※２ 担保資産

(1) 建物 49百万円

土地 118百万円

計 167百万円

※２ 担保資産

(1) 建物 46百万円

土地 118百万円

計 164百万円

※２ 担保資産

(1) 建物 47百万円

土地 118百万円

計 166百万円

   仕入債務の担保に供しており

ます。

 (2) 投資有価証券320百万円につ

いては、取引保証金の代用とし

て差し入れております。

   仕入債務の担保に供しており

ます。

 (2) 投資有価証券265百万円につ

いては、取引保証金の代用とし

て差し入れております。

   仕入債務の担保に供しており

ます。

 (2) 投資有価証券301百万円につ

いては、取引保証金の代用とし

て差し入れております。

 

 ３ 偶発債務

   関係会社の金融機関からの借

入金等に対して、次のとおり債

務保証及び保証予約を行ってお

ります。

(債務保証)
クロダ エレクトリック

フィリピンズ,INC.
82百万円

台湾黒田電器股份 
有限公司

733百万円

黒田テクノ㈱ 37百万円 (注)

黒田電气(上海)
有限公司

297百万円

Z.クロダ(タイランド) 
CO.,LTD. 110百万円 (注）

大連黒田貿易
有限公司

6百万円

計 1,267百万円

 ３ 偶発債務

   関係会社の金融機関からの借

入金等に対して、次のとおり債

務保証及び保証予約を行ってお

ります。

(債務保証)
台湾黒田電器股份
有限公司

681百万円

黒田電气(上海) 
有限公司

85百万円

大連黒田貿易
有限公司

73百万円

クロダ エレクトリック  

フィリピンズ,INC.
57百万円

天津黒田貿易
有限公司

40百万円

Z.クロダ(タイランド) 
CO.,LTD. 13百万円 (注）

クロダ エレクトリック  

コリア INC.
6百万円

黒田テクノ㈱ 0百万円 (注）

計 957百万円

 

 ３ 偶発債務

   関係会社の金融機関からの借

入金等に対して、次のとおり債

務保証及び保証予約を行ってお

ります。

(債務保証)
台湾黒田電器股份
有限公司

714百万円

黒田電气(上海)
有限公司

324百万円

Z.クロダ(タイランド) 

CO.,LTD.
71百万円 (注)

クロダ エレクトリック

フィリピンズ,INC.
53百万円

天津黒田貿易
有限公司

20百万円

大連黒田貿易
有限公司

16百万円

黒田テクノ㈱ 0百万円 (注)

計 1,200百万円

 

(保証予約)

黒田電气(上海) 
有限公司

370百万円

Z.クロダ(タイランド) 
CO.,LTD.

31百万円

計 402百万円

(注) 支払リース契約残高に対する

ものが含まれております。

 

(保証予約)

黒田電气(上海) 
有限公司

154百万円

計 154百万円

(注) 支払リース契約残高に対する

ものが含まれております。  

(保証予約)

黒田電气(上海)
有限公司

 465百万円   

Z.クロダ(タイランド) 
CO.,LTD. 128百万円

計 593百万円

(注) 支払リース契約残高に対する

ものが含まれております。



 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 ４ 当社は安定的な資金調達手段

の確保及び資金効率の改善を図

るとともに、将来の資金需要へ

の対応力を向上させるため、取

引銀行２行との間で総額100億

円のコミットメントラインの契

約を締結しております。

   なお、当中間会計期間におい

ては、当該コミットメントライ

ンの実行は行っておりません。

 ４     同左  ４ 当社は安定的な資金調達手段

の確保及び資金効率の改善を図

るとともに、将来の資金需要へ

の対応力を向上させるため、取

引銀行２行との間で総額100億

円のコミットメントラインの契

約を締結しております。

   なお、当事業年度において

は、当該コミットメントライン

の実行は行っておりません。

※５  中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 335百万円

支払手形 483百万円

※５  中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 240百万円

支払手形 670百万円

 

※５  期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。

なお、当期末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日

満期手形が、期末残高に含まれ

ております。

受取手形 240百万円

支払手形 753百万円



次へ 

(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 9百万円

受取配当金 168百万円

仕入割引 27百万円

賃貸料 20百万円

経営指導料 120百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 3百万円

受取配当金 254百万円

仕入割引 37百万円

経営指導料 93百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 14百万円

受取配当金 683百万円

仕入割引 51百万円

賃貸料 40百万円

経営指導料 224百万円

※２ 営業外費用の主要項目

売上割引 10百万円

賃貸料原価 5百万円

為替差損 99百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目

売上割引 5百万円

為替差損 367百万円

※２ 営業外費用の主要項目

売上割引 21百万円

賃貸料原価 10百万円

為替差損 485百万円

 

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券 
売却益 405百万円

保険積立金解約益 527百万円
 

※３ 特別利益の主要項目

固定資産売却益 304百万円

 

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券 
売却益 828百万円

保険金積立解約益 527百万円

 

※４ 特別損失の主要項目

構造改革費用 553百万円

減損損失 36百万円

 

※４ 特別損失の主要項目

投資有価証券
評価損

14百万円

   

※４ 特別損失の主要項目

構造改革費用 1,005百万円

投資有価証券 
評価損 171百万円

減損損失 36百万円

 

※５ 減損損失      

    当中間会計期間において、
   当社は以下の資産について減 
      損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

埼玉県大里郡
江南町

遊休
不動
産 

土地
33

三重県名張市 2

計 36

    当社は、事業資産について
   は管理会計上の区分に基づ 
   き、遊休資産については個々  
   の資産を１つの単位として資 
   産のグルーピングを行ってお  
   ります。
    遊休資産については、地価  
   の下落により市場価格が帳簿 
   価額を下回り、かつ、今後の 
   利用計画も定まっていない資 
   産について、帳簿価額を回収 
   可能価額まで減額し、減損損 
   失（36百万円）を計上してお 
   ります。
    なお、回収可能価額は、正
   味売却価額により測定してお 
   り、主として固定資産税評価 
   額に合理的な調整を行った価 
   額により評価し、重要性の高 
   い資産については不動産鑑定 
   評価額等に基づいて評価して 
   おります。

５      ―――――
    
   

 

※５ 減損損失      

   当期において、当社は以下
      の資産について減損損失を計 
      上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

埼玉県大里郡
江南町

遊休
不動
産 

土地
33

三重県名張市 2

計 36

   当社は、事業資産について
   は管理会計上の区分に基づ 
   き、遊休資産については個々 
   の資産を１つの単位として資 
   産のグルーピングを行ってお 
   ります。
   遊休資産については、地価

   の下落により市場価格が帳簿 
   価額を下回り、かつ、今後の 
   利用計画も定まっていない資 
   産について、帳簿価額を回収 
   可能価額まで減額し、減損損 
   失（36百万円）を計上してお 
   ります。
   なお、回収可能価額は、正

   味売却価額により測定してお 
   り、主として固定資産税評価 
   額に合理的な調整を行った価 
   額により評価し、重要性の高 
   い資産については不動産鑑定 
   評価額等に基づいて評価して 
   おります。

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 155百万円

無形固定資産 21百万円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 165百万円

無形固定資産 27百万円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 340百万円

無形固定資産 46百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要)  

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加         346株 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要)  

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加          60株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要)  

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   市場での買取りによる増加      1,800,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加         592株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 7,458 346 ― 7,804

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 1,808,050 60 ― 1,808,110

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末

 普通株式(株) 7,458 1,800,592 ― 1,808,050



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定資産 
・その他

595  316  279 

無形固定資産 677  252  424 

合計 1,273  569  703 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

有形固定資産 
・その他

511  333  177 

無形固定資産 683  375  308 

合計 1,195  709  485 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額
取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産
・その他

534 303 230

無形固定資産 684 306 377

合計 1,218 610 608

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 238百万円

１年超 475百万円

合計 713百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 221百万円

１年超 275百万円

合計 496百万円  

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 240百万円

１年超 378百万円

合計 618百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 133百万円

減価償却費相当額 127百万円

支払利息相当額 6百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 125百万円

減価償却費相当額 119百万円

支払利息相当額 5百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 191百万円

減価償却費相当額 182百万円

支払利息相当額 8百万円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

 … リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。

減価償却費相当額の算定方法

同左

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

 … リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、

利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左



前へ 

(有価証券関係) 
前中間会計期間末(平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日） 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日） 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

(１株当たり情報) 
中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

  

(重要な後発事象) 

 
  

  

(2) 【その他】 

① 平成19年10月31日開催の取締役会において、第73期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月

31日まで)の中間配当を次のとおり行うことを決議いたしました。 

(1) 中間配当金総額……………………………………………  401百万円 

(2) １株当たりの中間配当金…………………………………… 13円00銭 

(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日………… 平成19年12月10日 

  

 (注) 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

当社は、平成18年10月2日開催の取締

役会において、会社法第165条の規定に

基づき自己株式を取得することを決議

いたしました。

(1)理由
機動的な資本政策及
び総合的な株主還元
策の一環として

(2)取得する株式 
   の種類

普通株式

(3)取得する株式 
   の数

1,800,000株

(4)株式取得価額 
   の総額

2,000百万円

(5)自己株式取 
   得の日程

平成18年10月3日から 
平成19年1月31日まで

  ―――――  ―――――



第６ 【提出会社の参考情報】 

中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 
  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

 
  

(3) 臨時報告書 

 

 
  

  

該当事項はありません。 

  
  

事業年度(第72期) (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 平成19年６月29日関東財務局長に提出。

訂正報告書（上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年10月16日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表者の異動）の規定に基づき臨時報告書を

平成19年６月25日関東財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月18日

黒田電気株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている黒田電気株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、黒田電気株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月２日開催の取締役会において、自己株式の

取得に関する決議を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    中    尾    正   孝 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   松   山   和   弘 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   宮   本   敬   久 ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月19日

黒田電気株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている黒田電気株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、黒田電気株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    川   井   一   男 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   松   山   和   弘 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   宮   本   敬   久 ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月18日

黒田電気株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている黒田電気株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第72期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、黒田電気株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月２日開催の取締役会において、自己株式の

取得に関する決議を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    中    尾    正    孝 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    松     山    和     弘 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    宮    本   敬    久 ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月19日

黒田電気株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている黒田電気株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第73期事業年度の中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、黒田電気株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    川   井   一   男 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    松     山    和     弘 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    宮    本   敬    久 ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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